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・通知の発出に伴う監事監査規程の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
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【議 決 事 項 に つ い て】



●「オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式」により監事監査を実施する基金。

対 象

通知の発出に伴う監事監査規程の変更について ２

●令和４年１２月２３日付通知「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部
改正について」※の発出により、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の別
紙５「企業年金基金監事監査規程要綱」が改正され、監事監査の方法として「オンライン会議システ
ム等のデジタル技術を活用した方式」が追加されました。

概 要

改正前 改正後

【監事監査の種類・監査方法について】

・監査は、定例監査及び特別監査とし、書面
又は実地により行うものとする。

●上記の取扱を実施する場合は、監事監査規程の変更が必要になります。
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・監査は、定例監査及び特別監査とし、書面、
実地又はオンライン会議システム等のデジ
タル技術を活用した方式により実施するも
のとする。

※「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（令和4年12月23日 年企発1223第２号）

※地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることについて

基金内手続き

●代議員会の議決（理事長専決可）。

行政手続き

●行政手続き不要。

議決する内容

●「オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式」により監事監査を実施することができ
る旨を監事監査規程に定めることについて、議決を得る必要があります。


